
障害者虐待の防止について

〜令和７年度 障害者総合支援法関係事業者説明会〜

兵庫県福祉部障害福祉課
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
（平成23年法律第79号）

第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、

障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止すること
が極めて重要であること等に鑑み［略］障害者虐待の防止、養護者に
対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に
資することを目的とする。

法の目的

①身体的虐待
外傷が生じる（おそれ含む）暴行、正当な理由のない拘束など

②性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること、又はさせること

③心理的虐待

著しい暴言・拒絶的対応、不当な差別的言動など

④放棄・放置（ネグレクト）

著しい減食など養護を著しく怠ること（他者の行為の放置を含む）

⑤経済的虐待

養護者等が障害者の財産を不当に処分することなど

虐待類型

障害者虐待防止の基本的枠組み
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※厚労省「わかりやすい障害者虐待防止法パンフレット」引用
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①虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務［虐待防止法第16条］
→ 内部指導での幕引きや隠蔽を図った後、 通報により虐待発覚の例あり

②立入調査等の虚偽答弁に対する罰則［障害者総合支援法第110条、第111条］
→ 虚偽報告等により、障害者総合支援法等違反で送検される事例あり

③虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解［厚生労働省通知等］
→ 利用者や家族は不満を感じていても自由に言えないケースが

法解釈の
ポイント

通報・調査のスキーム（虐待防止法第２～４章に規定）

養護者による障害者虐待

○△市役所

虐待発見者

市町

通報 事実確認、措置等

家庭等

施設従事者等による障害者虐待

虐待発見者

通報

○△市役所市町 県報告

施設等

監査権限
行使等

調査

使用者による障害者虐待

虐待発見者

通報

○△市役所市町 県報告

労働局

株式会社□○△△

報告

企業等

監査権限
行使等

障害者虐待防止の基本的枠組み

＊従事者自身にも通報義務
＊養護者による虐待の発見

＊就Ａは該当の場合あり
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※出典 厚生労働省作成 職場内虐待防止用研修冊子
「障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所障害者虐待防止法の理解と対応」

通報したことを理由に解雇その他
不利益な取扱いを受けない（法第16条）
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区分
身 体
障 害

知 的
障 害

精 神
障 害

発 達
障 害

そ の 他 計

施 設 従 事 者 等 16 51 6 8 0 81

養 護 者 14 52 41 2 4 113

計 30 103 47 10 4 194 

区分
令和５年度 令和６年度

相談・通報件数 虐待判断件数 相談・通報件数 虐待判断件数

施 設 従 事 者 等 251（ 5,618） 59（1,194） 229（ 5,870） 48（1,267）

養 護 者 536（ 9,972） 88（2,283） 526（11,656） 104（2,503）

使 用 者 ( ※ ) 39（ 1,512） 13（ 447） 25（ 1,593） 7（ 434）

計 826（17,102） 160（3,924） 780（19,119） 159（4,204）

※県・市に通報があったもので、虐待の疑いありと労働局に報告した件数のみ計上

【令和５-６年度虐待通報等及び認定件数（件）カッコ内は全国計】

【令和年６度虐待種別・被虐待者種別（件）※使用者は労働局が別途集計】

※複数の区分に該当するものがあるため、合計数は一致しない。

(1)  近年増加傾向だった通報等件数が
減少。（令和３年度以来）

⑤826件→⑥780件
＊全国 ⑤17,102件→⑥19,119件

(2)  通報等のうち、虐待と判断された
件数は横ばい
⑤160件→⑥159件
＊通報等に占める割合は、

前年度比+0.9ptの20.4％
（区分別）施設従事者等：21.0％、

養護者：19.8％、使用者：28.0％

(3) 虐待種別については、施設従事者
等・養護者ともに、身体的虐待及び
心理的虐待の２種別で全体の７割以
上を占めている

＊施設従事者等 ：全体の78.1％
＊養護者：全体の72.9％

(4)  被虐待者の障害種別では、
知的障害者が全体の53.1％を占める。
＊施設従事者等 ：全体の63.0％

県内の傾向のポイント

令和６年度 県内の
相談・通報件数と虐待判断件数

区分
身 体 的
虐 待

性 的
虐 待

心 理 的
虐 待

放 棄 ・
放 任

経 済 的
虐 待

計

施 設 従 事 者 等 28 4 29 7 5 73

養 護 者 60 4 34 10 21 129

計 88 8 63 17 26 202

②被虐待者の障害種別

①虐待種別
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・虐待防止措置は令和４年度から義務化
・令和6年度の報酬改定により、防止措置
未実施の場合の報酬減算が創設
（全ての障害福祉サービスが対象）

障害者虐待防止措置
未実施減算

※出典令和６年２月６日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」

【ポイント】
１：委員会は、事業所単位ではなく、法人単位で設置・開催することも可能、
また、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営することも可能。
（次ページ参照）

２：虐待防止委員会は実地での開催に限定せず、オンライン会議等を使用し、
第三者が参加しやすいように工夫する。
※第三者は、弁護士等の専門家のみならず、自立支援協議会を構成する
他事業所等も当たると考えられる。

３：「定期的に」とは「少なくとも１年に１回以上」とし、年度ではなく、
直近１年での開催・実施で判断。
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・全ての事業所に必置
・必ずしも事業所単位でなく法人単位でも可

虐待防止委員会の例

※出典 国研修「令和６年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修（管理者・虐待防止責任者コース）」資料
「障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の適正化委員会と虐待防止責任者の役割」 9



兵庫県の障害者虐待対応力向上研修

Ｒ７年度
実施状況

開催方法 対象 内容

AB研修
（基本講義・
基本演習）

オンデマンド
（録画配信）

障害福祉サービス
事業所等の新任
職員・初学者

【講義１】障害者虐待防止法の意義 / 統計から読み解く
現状 （約30分）

【講義２】虐待の種類および具体例と防止のための
取り組み（約30分）

【講義３】通報義務と虐待防止の取り組みについて
（約30分）

【演習１】さまざまな視点から、支援を考える
～模擬事例検討～（約30分）

B研修
（基礎演習）

現地開催１回
オンライン１回

直接支援を担う障害
福祉サービス事業所

職員

障害福祉サービス事業所従事者等による虐待事例につ
いて【基礎演習】

C研修
（応用演習）

現地開催２回
障害福祉施設・サービ
ス事業所の管理者・
虐待防止責任者

・虐待が疑われる事案への対応【講義・演習】（2時間）
・虐待防止委員会の活性化【講義・演習】（2時間）
・身体拘束適正化委員会の運営【講義・演習】（2時間）

＊兵庫県社会福祉士会への委託により実施



虐待が行われる背景には

〇組織の閉塞性や閉鎖性
→風通しのよい職場づくり「オープンな虐待防止対応」
・上司への相談
・職員同士での指摘
・適切な対応を会議で検討 全職員へ

〇職員のストレス
→管理者による職場の状況の把握
・夜間の人員配置
・個々の職員のストレス要因の把握 改善を図る

（厚労省：5分でできる職場のストレスセルフチェック）
https://kokoro.mhlw.go.jp/check/index.html
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関連項目（令和6年度報酬改定より）

※出典 国研修「令和７年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修（管理者・虐待防止責任者コース）」資料
「障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の適正化委員会と虐待防止責任者の役割」
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参考資料

〇国手引き

・障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と
対応の手引き（令和６年７月）
https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

・【別冊】職場内虐待防止研修用冊子
https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf
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参考資料
〇国研修 令和７年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修

（管理者・虐待防止責任者コース）
・動画（厚生労働省YouTube）

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWhdXcFlDWjsmpAbTJy2unb1

・資料
Ⅰ ：法人・事業所の理念と管理者の役割

https://www.mhlw.go.jp/content/001299468.pdf
Ⅱ－１：虐待を防止するための日常の取組について１

https://www.mhlw.go.jp/content/001299470.pdf
Ⅱ－２：虐待を防止するための日常の取組について２

〜身体拘束・行動制限の廃止と支援の質の向上〜
https://www.mhlw.go.jp/content/001299471.pdf

Ⅲ ：虐待が疑われる事案への対応
https://www.mhlw.go.jp/content/001299472.pdf

Ⅳ ：障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の適正化委員会と虐待防止責任者の役割
https://www.mhlw.go.jp/content/001299474.pdf

Ⅴ－１：虐待防止委員会の実際の運営について
https://www.mhlw.go.jp/content/001299476.pdf

Ⅴ－２：虐待防止委員会の実際の運営について〜半田市自立支援協議会の実践から〜
https://www.mhlw.go.jp/content/001299477.pdf
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参考資料

〇国作成パンフレット等

・わかりやすい障害者虐待防止法パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf

・使用者による障害者虐待の防止についての概要
（リーフレット）

https://www.mhlw.go.jp/content/001663033.pdf
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ご清聴ありがとう
ございました
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